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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を形成する絞り装置と、前記開口内で光軸上の光量を調節する光学フィルタと、前
記開口に対して前記光学フィルタを駆動する駆動部とを備えた光量調整装置であって、
　前記光学フィルタは、透明基板の片面に形成され可視光波長から赤外光波長の光透過を
減衰する光波長減衰膜と、前記透明基板の他面の一部に形成された赤外光波長遮蔽膜とを
有し、更に前記光学フィルタの厚さ方向において前記赤外光波長遮蔽膜が存在せずに前記
光波長減衰膜が存在する部分を有し、
　前記駆動部によって前記光学フィルタを駆動することにより、前記光学フィルタの前記
光波長減衰膜が存在する部分のみで前記開口を覆う状態を形成するようにしたことを特徴
とする光量調整装置。
【請求項２】
　可視光波長或いは赤外光波長の何れか一方又は双方の光を制限しない領域を前記透明基
板に有することを特徴とする請求項１に記載の光量調整装置。
【請求項３】
　前記光学フィルタは、前記透明基板の他面側に、赤外光波長透過膜を有し、前記駆動部
によって前記光学フィルタを駆動することにより、前記光学フィルタの前記光波長減衰膜
及び前記赤外光波長透過膜が存在する部分のみで前記開口を覆う状態を形成するようにし
たことを特徴とする請求項１又は２に光量調整装置。
【請求項４】
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　開口を形成する絞り装置と、前記開口内で光軸上の光量を調節する光学フィルタと、前
記開口に対して前記光学フィルタを駆動する駆動部とを備えた光量調整装置であって、
　前記光学フィルタは、光波長減衰膜として、透明基板の一方面の平行する方向に可視光
波長減衰膜と赤外光波長減衰膜をそれぞれ形成し、前記透明基板の前記可視光波長減衰膜
と前記赤外光波長減衰膜とを形成した面に対向する前記透明基板の他面に赤外光波長遮蔽
膜とを有し、更に前記光学フィルタの厚さ方向において前記赤外光波長遮蔽膜が存在せず
に前記赤外光波長減衰膜が存在する部分を有し、
　前記駆動部によって前記光学フィルタを駆動することにより、前記光学フィルタの前記
赤外光波長減衰膜が存在する部分のみで前記開口を覆う状態を形成するようにしたことを
特徴とする光量調整装置。
【請求項５】
　前記可視光波長減衰膜と赤外光波長減衰膜とを形成した面に対向する前記透明基板の前
記他面において、前記可視光波長減衰膜と対向する領域のみに前記赤外光波長遮蔽膜を形
成していることを特徴とする請求項４に記載の光量調整装置。
【請求項６】
　前記可視光波長減衰膜と前記赤外光波長減衰膜の対応する波長に対する光学濃度が異な
ることを特徴とする請求項４又は５に記載の光量調整装置。
【請求項７】
　前記赤外光波長減衰膜と対向する前記透明基板の前記他面に、少なくとも赤外光波長の
光を透過する赤外光波長透過膜を設けたことを特徴とする請求項４～６の何れか１項に記
載の光量調整装置。
【請求項８】
　前記透明基板が合成樹脂製基板であることを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記
載の光量調整装置。
【請求項９】
　前記光学フィルタは撮像光学系に挿脱されるＮＤフィルタであることを特徴とする請求
項１～８の何れか１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視カメラ等のカラー撮影、モノクロ撮影を行うカメラに搭載される光量調
整装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、デジタルスチルカメラ或いはビデオカメラ等の撮影系には、ＣＣＤ（Charge Cou
pled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）センサ等から成
る撮像素子が用いられている。そして、この撮像素子に入射する光量を調節するために、
絞り装置や赤外線カットフィルタが設けられている。
【０００３】
　絞り装置は、被写体の輝度により絞り羽根を駆動させ開口径を調整し、被写体の輝度が
大きくなるに従って、撮像素子に入射する光量を低減させるために開口径は小さくなる。
しかし、開口径が小さくなり過ぎると、ハンチング現象や光の回折による画質の劣化を引
き起こしてしまう。
【０００４】
　更に近年では、撮像素子の感度が向上しており、より光量を抑制する要求が高まってい
る。そこで、絞り羽根の近辺にＮＤ（Neutral Density）フィルタを配置し、開口径を大
きく維持したまま光量を抑制している。具体的には、被写体の輝度が大きくなるに従い、
開口径を徐々に小さくしてゆくが、開口径が或る一定の大きさとなると開口径はその大き
さで維持し、光路上にＮＤフィルタを挿入し撮像素子に入射する光量を調整している。Ｎ
Ｄフィルタは絞り羽根に接着させて絞り羽根と一緒に駆動させたり、絞り羽根には直接接
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着させずに、別の駆動手段により独立して駆動することにより光路上に挿入する。
【０００５】
　また、近年の撮像素子の感度の向上により、開口径が小さくなり過ぎないように、光学
濃度の濃いＮＤフィルタの需要も高まってきている。ＮＤフィルタは基板上に、真空蒸着
法やスパッタリング法を介して誘電体層と光吸収層とを交互に成膜したり、光吸収を有す
る染料や顔料等の色素を基板に練り込んだり、或いは基板上にコーティングすることによ
り作製している。
【０００６】
　近年、ＮＤフィルタは小型化、軽量化や任意形状への加工性の要求が年々高まってきて
おり、これに対応するために基板に合成樹脂製のものも使用されるようになってきている
。
【０００７】
　一方、赤外線カットフィルタはカラー撮影時において可視光波長の光量が十分な際に、
不要な赤外光波長の光が撮像素子に入射することを防止するために、光路上に挿入して使
用される。これにより、撮像素子が人眼には感知することのできない赤外光波長の光を認
知することなく、人眼で感じた色味とほぼ同様の色味の映像を得ることができる。
【０００８】
　また、赤外光波長の光を使用したモノクロ撮影時においては、光路上から赤外線カット
フィルタを退避させ、赤外光波長の光を利用したモノクロ撮影が可能となる。赤外線カッ
トフィルタはガラスや樹脂基板に赤外光吸収剤を練り込んだり、赤外光吸収剤を基板上に
コーティングしたり、真空蒸着法やスパッタリング法等により複数層の誘電体と吸収層を
交互に積層することにより作製している。
【０００９】
　また、近年では、赤外線カットフィルタもＮＤフィルタと同様に、薄型化を目的として
合成樹脂製の基板が用いられてきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－１０７５０９号公報
【特許文献２】特開２００７－２１９２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　一般的な撮像光学系においては、可視光の透過光量を調整するＮＤフィルタと、赤外光
波長の光を遮蔽する赤外線カットフィルタとは別個に設けられている。
【００１２】
　しかし、近年の撮像装置の小型化に対応し、撮像光学系の小型化の要望が高まっており
、この要望に対応するために特許文献１においては、１枚の基板の両面にＮＤ膜と赤外線
カット膜をそれぞれ設けた光学フィルタが開示されている。
【００１３】
　また、特許文献２においては、赤外光波長を吸収する特性を有する基板上にＮＤ膜を形
成する技術が開示されている。
【００１４】
　従来のカメラ用途においては、ＮＤフィルタは可視光波長領域において略均一な透過率
を有していれば十分であった。しかし、監視カメラ等の用途においては、可視光波長を用
いたカラー撮影のみでなく、赤外光波長を用いたモノクロ撮影を行うことがある。モノク
ロ撮影においては、赤外光波長の光量を調整するために、赤外光波長における透過率を略
均一に制限する光学フィルタが求められる。
【００１５】
　特許文献１、２の光学フィルタは、可視光波長を用いた撮影の際に、光路上に挿入され
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、可視光波長の光量を調整すると共に、赤外光波長の光を遮蔽することにより、良好な映
像を得ることができる。しかし、赤外光波長の光を用いた撮影の際には、光学フィルタは
光路上から退避しているため、赤外光波長の光量を調整することができなかった。
【００１６】
　更には、特許文献２におけるフィルタにおいて、赤外光領域の光を十分に遮蔽しようと
すると、基板が厚くなり、近年求められている小型化への要望に相反してしまうと云う問
題を有している。
【００１７】
　本発明の目的は、小型化の要望を満たし、可視光波長によるカラー撮影、赤外光波長に
よるモノクロ撮影の何れにおいても光量を調整でき、良好な映像を得ることが可能な光量
調整装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するための本発明に係る光量調整装置は、開口を形成する絞り装置と、
前記開口内で光軸上の光量を調節する光学フィルタと、前記開口に対して前記光学フィル
タを駆動する駆動部とを備えた光量調整装置であって、前記光学フィルタは、透明基板の
片面に形成され可視光波長から赤外光波長の光透過を減衰する光波長減衰膜と、前記透明
基板の他面の一部に形成された赤外光波長遮蔽膜とを有し、更に前記光学フィルタの厚さ
方向において前記赤外光波長遮蔽膜が存在せずに前記光波長減衰膜が存在する部分を有し
、前記駆動部によって前記光学フィルタを駆動することにより、前記光学フィルタの前記
光波長減衰膜が存在する部分のみで前記開口を覆う状態を形成するようにしたことを特徴
とする。
　また、本発明に係る光量調整装置は、開口を形成する絞り装置と、前記開口内で光軸上
の光量を調節する光学フィルタと、前記開口に対して前記光学フィルタを駆動する駆動部
とを備えた光量調整装置であって、前記光学フィルタは、光波長減衰膜として、透明基板
の一方面の平行する方向に可視光波長減衰膜と赤外光波長減衰膜をそれぞれ形成し、前記
透明基板の前記可視光波長減衰膜と前記赤外光波長減衰膜とを形成した面に対向する前記
透明基板の他面に赤外光波長遮蔽膜とを有し、更に前記光学フィルタの厚さ方向において
前記赤外光波長遮蔽膜が存在せずに前記赤外光波長減衰膜が存在する部分を有し、前記駆
動部によって前記光学フィルタを駆動することにより、前記光学フィルタの前記赤外光波
長減衰膜が存在する部分のみで前記開口を覆う状態を形成するようにしたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る光量調整装置は、可視光波長を使用したカラー撮影や赤外光波長を利用し
たモノクロ撮影の何れにおいても光量調整が可能となる。
【００２０】
　また、本発明の光量調整装置はＮＤフィルタと赤外線カットフィルタの双方の機能を有
しており、撮像光学系の小型化に貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施例１の撮像光学系の構成図である。
【図２】光学フィルタの構成図である。
【図３】光波長減衰膜の分光特性図である。
【図４】赤外光波長遮蔽膜の分光特性図である。
【図５】光学フィルタの構成図である。
【図６】赤外光波長透過膜の分光特性図である。
【図７】実施例２の光学フィルタの構成図である。
【図８】可視光波長減衰膜の分光特性図である。
【図９】赤外光波長減衰膜の分光特性である。
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【図１０】撮像素子の相対感度を示したグラフ図である。
【図１１】実施例３の光学フィルタの構成図である。
【図１２】変形例の光学フィルタの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図１は本実施例１における撮像光学系の構成図を示し、光軸Ｌに沿って、レンズ１、光
量調整装置２、レンズ３～５、ローパスフィルタ６、ＣＣＤ等から成る撮像素子７が順次
に配列されている。撮像素子７の出力は光量制御部８を介してフィルタ駆動部９に接続さ
れている。
【００２４】
　光量調整装置２においては、絞り羽根支持板１０に一対の絞り羽根１１ａ、１１ｂが可
動に取り付けられている。更に、絞り羽根１１ａ、１１ｂの近傍には、絞り羽根１１ａ、
１１ｂにより形成される開口を通過する光量を調整するための例えばＮＤフィルタから成
る光学フィルタ１２が光軸Ｌに対して挿脱自在に設けられている。また、光学フィルタ１
２はフィルタ駆動部９により駆動されるようになっている。
【００２５】
　絞り羽根１１ａ、１１ｂは、光軸Ｌと直交する方向に自在に進退可能となっており、光
量に応じて絞り羽根１１ａ、１１ｂを図示しない駆動部により駆動し、絞り羽根１１ａ、
１１ｂによって形成される開口の大きさを調整する。光学フィルタ１２は撮影に使用する
光波長に応じて、絞り羽根１１ａ、１１ｂによって形成される開口を覆う領域が異なる。
【００２６】
　図２は本実施例１の光学フィルタ１２の膜構成図を示し、ＰＥＴから成る透明基板２１
の片面には、図３に示すような可視光から赤外光波長領域において略均一又は略同程度な
透過特性を有する光波長減衰膜２２が全面に成膜されている。一方、透明基板２１の他面
の領域Ａには、図４に示すように可視光波長（λ＝４００～７００ｎｍ程度）の光を透過
させ、赤外光波長（λ＝７００～１２００ｎｍ程度）の光に対して遮光する赤外光波長遮
蔽膜２３が成膜されている。
【００２７】
　透明基板２１の両面に上述のような分光特性を有する光波長減衰膜２２、赤外光波長遮
蔽膜２３を成膜することにより、赤外光波長遮蔽膜２３を成膜した領域Ａにおいては、可
視光領域の光量を調整すると同時に、赤外光波長の光を遮蔽することができる。また、赤
外光波長遮蔽膜２３が成膜されていない領域Ｂにおいては、可視光波長の光量を調整する
ことができる。
【００２８】
　光学フィルタ１２は図１に示す撮像光学系に組み込まれ、カラー撮影を行う際には赤外
光波長遮蔽膜２３を有する領域Ａが絞り羽根１１ａ、１１ｂによって形成される開口を覆
うように配置される。一方、モノクロ撮影を行う際には赤外光波長遮蔽膜２３を有しない
領域Ｂが開口を覆うように配置される。
【００２９】
　光学フィルタ１２の透明基板２１は、少なくとも可視光から赤外光波長の波長領域にお
いて透明であるものが用いられる。具体的には、ガラス又はポリエステル系、ノルボルネ
ン系、ポリエーテル系、アクリル系、スチレン系、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）、ポ
リスルホン、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＣ（ポリカーボネート）、ポリイ
ミド系樹脂等の種々の合成樹脂製基板が挙げられる。なお、本実施例においては薄型化が
可能な合成樹脂製基板を用い、具体的には板厚７５μｍのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタ
レート）が用いられている。
【００３０】
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　本実施例１では透明基板２１にＰＥＴを用いたが、光波長減衰膜２２や赤外光波長遮蔽
膜２３の成膜による膜応力や熱応力による変形、水分による分光変化等を考慮すると、ガ
ラス転移温度Ｔｇが高く、曲げ弾性率が大きく、吸水性の小さいものが好ましい。具体的
には、ノルボルネン系やポリイミド系樹脂は最適な材料の１つである。
【００３１】
　また、透明基板２１の板厚としては、厚過ぎると透明基板２１内での光の散乱等により
画質に悪影響が生ずる虞れがある。板厚ｔは剛性を保てる範囲で可能な限り薄い方が良く
、１０μｍ≦ｔ≦１００μｍが好適であり、２５μｍ≦ｔ≦７５μｍであることが更に好
ましい。
【００３２】
　光波長減衰膜２２は複数層の誘電体層と光吸収層とを交互に積層することにより、任意
の透過率を得ることができる。本実施例においては、誘電体層としてＡｌ2Ｏ3膜、光吸収
層としてＴｉＯx膜を用いている。しかし、これらの材料に限らず、誘電体層としてはＳ
ｉＯ2、ＭｇＦ2、光吸収層としてはＮｉ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｉ、Ｇｅ等
の金属やその合金、酸化物等を用いることもできる。
【００３３】
　光波長減衰膜２２の成膜には、先ず透明基板２１を成膜冶具に固定し、透明基板２１上
の所望の領域に成膜できる蒸着マスクをセットし、これを図示しない蒸着器の蒸着傘に取
り付ける。蒸着傘は基板２１の取付位置により、膜厚や透明基板２１の温度の変化が生じ
ないように、任意の速度で回転させる。
【００３４】
　蒸着器内の温度・圧力が所定の温度・圧力となると、１層目の蒸着材料であるＡｌ2Ｏ3

の収納されているハースライナを加熱してシャッタを開き、所定の膜厚となった後にシャ
ッタを閉じる。次に、２層目の蒸着材料であるＴｉＯxの収納されているハースライナを
加熱し、Ａｌ2Ｏ3膜と同様に所定の膜厚を成膜する。
【００３５】
　そして、Ａｌ2Ｏ3膜とＴｉＯx膜を交互に任意の層数を積層した後に、最表層にＭｇＦ2

膜を成膜する。最表層をＭｇＦ2膜としたのは、ＭｇＦ2は屈折率が小さく反射防止効果が
あるためであり、より反射防止効果を高めるために、膜厚は光学膜厚（ｎ・ｄ）でλ/４
程度となっている。ここで、λは対応する光波長領域の中心となる光波長である。
【００３６】
　光波長減衰膜２２としては、合成樹脂基板に光吸収剤を練り込んだり、基板上に光吸収
材を分散させた樹脂をコーティングすることでも得られるが、本実施例のように誘電体層
と光吸収層との干渉を利用した方が分光特性が良好で、薄く作製することができる。
【００３７】
　本実施例の赤外光波長遮蔽膜２３は、複数層の低屈折材料であるＳｉＯ2膜と高屈折材
料であるＴｉＯ2膜を交互に積層することにより成膜する。この他にも、低屈折材料とし
てはＭｇＦ2等、高屈折材料としてはＴａ2Ｏ5、ＺｒＯ2、Ｎｂ2Ｏ5等を用いることができ
、必要に応じて中間的な屈折率を有するＡｌ2Ｏ3、ＭｇＯ等の層を設けてもよい。このよ
うに成膜した赤外光波長遮蔽膜２３は、各層の光学膜厚を調整することにより可視光波長
の光を透過し、赤外光波長の光を反射させる分光を得ることができる。本実施例における
赤外光波長遮蔽膜２３は、光波長（λ＝４５０～６５０ｎｍ）における平均透過率が９０
％以上、平均反射率が５％以下で、かつ光波長（λ＝７５０～９００ｎｍ）における平均
光透過率が３％以下となっている。
【００３８】
　赤外光波長遮蔽膜２３の成膜方法については、蒸着材料は異なるが、上述の光波長減衰
膜２２の成膜方法とほぼ同様である。赤外光波長遮蔽膜２３としては、基板上に赤外光波
長吸収剤を分散させた樹脂をコーティングすることでも得られる。しかし、本実施例に示
すように屈折率が異なる薄膜の多重干渉を利用した方が、透過帯と不透過帯との遷移領域
が急峻となり、また透過帯の透過率をより高く維持できるため、カラーバランスの良好な
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赤外光波長遮蔽膜２３を成膜することができる。
【００３９】
　本実施例においては、光波長減衰膜２２、赤外光波長遮蔽膜２３の成膜は何れも真空蒸
着法で行ったが、スパッタリング法やイオンプレーティング法、イオンアシスト法等で成
膜することも可能であり、目的や条件に適した成膜方法を適宜に選択すればよい。
【００４０】
　また図５に示すように、透明基板２１の赤外光波長遮蔽膜２３を形成した面の赤外光波
長遮蔽膜２３が形成されていない領域Ｂに、図６に示すように、少なくとも赤外光波長の
光を透過する分光特性を有する赤外光波長透過膜２４を成膜するようにしてもよい。
【００４１】
　本実施例において、赤外光波長透過膜２４は赤外光波長遮蔽膜２３と同様に、屈折率が
異なる薄膜の多重干渉を利用して所望の分光特性を得ている。低屈折材料としてＳｉＯ2

、高屈折材料としてＴｉＯ2を使用しているが、赤外光波長遮蔽膜２３と同様にＭｇＦ2、
Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、Ｔａ2Ｏ3、ＺｒＯ2、Ｎｂ2Ｏ5等を用いることもできる。赤外光波長
透過膜２４の成膜には、光波長減衰膜２２、赤外光波長遮蔽膜２３と同様に真空蒸着法で
成膜したが、スパッタリング法やイオンプレーティング法、イオンアシスト法等で成膜す
ることも可能である。ここで、赤外光波長透過膜２４の膜厚は、赤外光波長遮蔽膜２３と
略等しい光学膜厚とすることが最適である。
【００４２】
　このようにすることにより、光学フィルタ１２の赤外光波長遮蔽膜２３を有する領域Ａ
、赤外光波長透過膜２４を有する領域Ｂの何れを絞り開口上に配置しても、撮影光のピン
ト位置が大きくずれることがない。従って、赤外光波長遮蔽膜２３を有する領域Ａ、赤外
光波長透過膜２４を有する領域Ｂの何れの領域を用いて撮影しても良好な映像を得ること
ができる。
【実施例２】
【００４３】
　図７は実施例２の光学フィルタ１２の構成図を示しており、実施例１と同一の部材には
同一の符号を付し、説明は省略する。ＰＥＴから成る透明基板２１の一方の面の領域Ａに
は、可視光波長の光を略均一又は略同程度に減衰する可視光波長減衰膜３１が成膜され、
領域Ｂには赤外光波長の光を略均一に減衰する赤外光波長減衰膜３２がそれぞれ成膜され
ている。一方、透明基板２１の他面の領域Ａには、実施例１と同様に赤外光波長の光を遮
蔽する赤外光波長遮蔽膜２３が成膜されている。
【００４４】
　可視光波長減衰膜３１の可視光波長における光学濃度（ＯＤ）と赤外光波長減衰膜３２
における赤外光波長における光学濃度は異なり、本実施例２においては赤外光波長減衰膜
３２の光学濃度が可視光波長減衰膜３１の光学濃度よりも小さくなっている。ここで、光
学濃度（ＯＤ）は透過率をＴとすると、ＯＤ＝Ｌｏｇ（１／Ｔ）で示される。
【００４５】
　本実施例２では、可視光波長減衰膜３１、赤外光波長減衰膜３２の分光特性はそれぞれ
図８、図９に示すようになっており、それぞれの光学濃度は１．５、０．５５とされてい
る。本実施例２においては、赤外光波長減衰膜３２の光学濃度を可視光波長減衰膜３１の
光学濃度よりも小さくした。これはカラー撮影を行う撮像装置に組み込まれる一般的な撮
像素子７の相対感度が図１０に示すように、可視光波長の感度の方が赤外光波長における
感度よりも高くなっているためである。撮像素子の感度や組み込む光学系によっては、赤
外光波長減衰膜３２の光学濃度の方が高くなるようにしてもよい。
【００４６】
　また、実施例１と同様に、透明基板２１の赤外光波長遮蔽膜２３を有する面の領域Ｂに
、赤外光波長透過膜２４を成膜するようにしてもよい。この際に、赤外光波長透過膜２４
は赤外光波長減衰膜３２と対向して透明基板２１の反対面に成膜される。
【００４７】
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　このような光学フィルタ１２を撮像光学系に組み込むことにより、撮像素子７の感度が
異なる可視光波長、赤外光波長の何れの光を用いた撮影を行っても、最適な光量調整が可
能となる。
【実施例３】
【００４８】
　図１１は本実施例３における光学フィルタ１２の構成図を示し、実施例１、２と同一の
部材には同一の符号を付している。本実施例３の光学フィルタ１２は、透明基板２１の片
面の一部に光波長減衰膜２２を設け、透明基板２１の他面の一部に赤外光波長遮蔽膜２３
を設け、可視光波長或いは赤外光波長又はその両方の透過率を制限しない領域Ｆが設けら
れている。なお、領域Ｆは絞り羽根１１ａ、１１ｂによって形成される開口を覆うだけの
面積を有している。
【００４９】
　図１１に示す光学フィルタ１２が撮像光学系に組み込まれ、カラー撮影を行う際には、
撮影に使用する光量が、絞り羽根１１ａ、１１ｂの開口径の調整のみで制御可能な場合に
は、領域Ｃが光軸上に配置される。また、可視光の光量が多く開口径が一定の大きさ以下
となる場合は領域Ｄが光軸上に配置される。
【００５０】
　一方、モノクロ撮影を行う際に、撮影に使用する光量が絞り羽根１１ａ、１１ｂの開口
径の調整のみで制御できる場合は領域Ｆが光軸上に配置され、光量が多く開口径が一定の
大きさ以下となる場合は領域Ｅが光軸上に配置される。
【００５１】
　また、図１２に示す変形例の光学フィルタ１２は、透明基板２１の片面の一部ずつに可
視光波長減衰膜３１、赤外光波長減衰膜３２が平行して設けられている。透明基板２１の
他面の一部に赤外光波長遮蔽膜２３が可視光波長減衰膜３１の領域Ｇ及び透明部分の領域
Ｈに対応する位置に設けられている。
【００５２】
　そして、この光学フィルタ１２を撮像光学系に組み込み、カラー撮影を行う際には、絞
り羽根１１ａ、１１ｂのみで光量調整が可能な場合には領域Ｈが光軸上に配置され、絞り
羽根１１ａ、１１ｂの開口径が一定以下となる光量の場合には領域Ｇが光軸に配置される
。
【００５３】
　一方、モノクロ撮影を行う際に、絞り羽根１１ａ、１１ｂのみで光量調整が可能な場合
は領域Ｊが光軸Ｌ上に配置され、絞り羽根１１ａ、１１ｂの開口径が一定以下となる光量
の場合は領域Ｉが光軸Ｌ上に配置される。
【００５４】
　実施例３の光学フィルタ１２は、図１１又は図１２のような形態としているが、可視光
波長又は赤外光波長の透過率を制限しない領域を有していればよく、図１１、図１２の形
態に限定されるものではない。
【００５５】
　また、実施例１と同様に、透明基板２１の赤外光波長遮蔽膜２３を有する面の赤外光波
長遮蔽膜２３が形成されていない領域に、赤外光波長透過膜２４を形成してもよい。赤外
光波長透過膜２４は赤外光波長遮蔽膜２３と光学膜厚を略等しくすると、カラー撮影、モ
ノクロ撮影切換え時のピント調整が容易となりより好ましい。
【００５６】
　実施例３に示す光学フィルタ１２を内蔵した撮像光学系は、カラー撮影、モノクロ撮影
の両撮影方法において、より広い範囲で光量の調整が可能となり、より最適な映像を得る
ことができる。
【００５７】
　昼間のような可視光波長の光量が十分な際には、光学フィルタ１２の赤外光波長遮蔽膜
２３を有する領域Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈが、絞り１１ａ、１１ｂによって形成される開口を覆う
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学フィルタ１２の赤外光波長遮蔽膜２３が形成されていない領域Ｅ、Ｆ、Ｉ、Ｊが開口を
覆うように配置され、主に赤外光波長を利用したモノクロ撮影が行われる。
【００５８】
　実施例３の光学フィルタ１２を用いる際は、撮影に使用する光波長の光量に応じて、撮
影に使用する光波長を減衰しない領域、減衰する領域の何れかが光軸Ｌ上に配置される。
【００５９】
　このように、光学フィルタ１２の光軸Ｌに掛かる領域を調整することにより、可視光波
長を利用した撮影の際には、人眼が感ずる色味に近いカラー映像が得られると共に、赤外
光波長を利用したモノクロ撮影においても良好な画質を有する映像を得ることができる。
【符号の説明】
【００６０】
　１、３～５　レンズ
　２　光量調整装置
　６　ローパスフィルタ
　７　撮像素子
　８　光量制御部
　９　フィルタ駆動部
　１１ａ、１１ｂ　絞り羽根
　１２　光学フィルタ
　２１　透明基板
　２２　光波長減衰膜
　２３　赤外光波長遮蔽膜
　２４　赤外光波長透過膜
　３１　可視光波長減衰膜
　３２　赤外光波長減衰膜
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